
【重要電源開発地点の指定】を現在の手続きに当てはめる問題点 

 
１） 上関原発が「国の電源開発基本計画組み入れ」の決定を受けたのは、2001年のこ

と、それを引き継いだのが「重要電源開発地点の指定」。その制度が今も生きている

と判断して、2016年 8月には中国電力の埋立竣功期間伸長申請に対し、県は許可を
与えました。「生きていると判断した」とはどういうことだったでしょうか？ 
「今も土地需要があることを証明するよう」県から求められた中電が、国（資源エネ

ルギー庁）に問合せ、「上関原発に係る重要電源開発地点指定は引き続き有効であ

り、事情の変化がない限り、解除することは考えていない。」との回答を得て、県に

提出していることによります。 
「国の電源開発基本計画組み入れ」からは 15年も経っています。 
それが有効であるのは大変不合理であるように思えます。これまでの経緯を丁寧に

たどれば、その中から不合理が読み取れるはずです。 
 

２）「設置許可」が出てもいない段階（審査が済んでいない）で、「運転を開始した日まで 
指定」というのは、原発を取り扱う法令・制度としては不適切ではないのか。 
 

３）2011年 3月 11日の東電・福島第一原発事故を経験した現在、1）2）の理由を考慮す 
ると「重要電源開発地点」の指定の継続については、国として見直しを迫られる問題

ではないのか。 
 
１） 不合理の理由は次のような問題として探ってみることができます。 
① 電力需給問題： 
上関原発建設が必要だとした理由の一つ、当時の電力需給で、「電力不足解消のた

めの電源開発は必要」だとしているけれど、現在はその理由を失っているのではな

いか。 
② 核のゴミの溜まり具合（ゴミ処理の方法が立たない状況が判明してきた） 

 
２） 設置許可申請書の審査が済んでいないのに「運転を開始した日まで指定」の問題点 

計画地とその周辺の地質上の問題点を「地盤耐震意見聴取会議事録」が指摘する。 
	 	 	 上関原発の「設置許可申請書」は 2009年 12月に提出され、2010年 5月から経産 

省（当時）安全・保安院により審査が始まっていました。そこで指摘されたことの中

には次のようなことがあります。 
・Ｆ－Ｃ断層問題（敷地内巨大破砕帯） 
・周辺海域の複雑な活断層問題 
・取水口背後斜面の地すべり地形問題 
 

３） 東電・福島第一原発事故後、原発行政が必要と思われる問題 
「国の電源開発基本計画組み入れ」（2001年）議事録に、組み入れへの無理が見られる。 
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